
○日進市建設工事優良施工業者表彰要綱

平成30年3月26日 

要綱第12号 

改正 令和4年2月17日要綱第4号 

(目的) 

第1条 この要綱は、日進市が発注した建設工事の施工に当たり、卓越した技術及び献

身的な努力により優れた成績で工事を完成した施工業者を表彰することにより、建

設技術の向上及び適正な施工を推進し、併せて建設業者の育成及び発展を図ること

を目的とする。 

(対象業者) 

第2条 表彰の対象となる施工業者(以下「表彰対象業者」という。)は、表彰を行う年

度の前年度(以下「表彰対象年度」という。)に完成した工事のうち、最終契約金額

が500万円以上の工事(以下「表彰対象工事」という。)を施工した業者とする。 

2 表彰対象工事が、特定建設共同企業体(以下「JV」という。)により施工された場合

においては、出資比率30パーセント以上の構成員それぞれを表彰対象業者として扱

うことができるものとする。 

(表彰候補者の推薦) 

第3条 表彰対象工事の発注を担当した課長(以下「工事担当課長」という。)は、表彰

対象業者のうち、別表第1の評価項目の全てに適合する工事を施工した者(以下「表

彰候補者」という。)を日進市建設工事優良施工業者推薦調書(第1号様式)により、

第8条に規定する日進市建設工事優良施工業者表彰選考委員会に推薦するものとす

る。 

2 工事担当課長が推薦できる表彰候補者は、表彰対象年度ごとに3社までとする。た

だし、日進市工事等成績評定要領(平成3年4月1日施行)による結果(以下「評定」と

いう。)が同点の場合、JVにより施工された場合その他特別な理由がある場合は、こ

の限りでない。 

(優良施工業者の選考) 

第4条 第8条に規定する日進市建設工事優良施工業者表彰選考委員会は、表彰候補者

について、別表第2により選考し、同表の選考項目全てを満たす表彰候補者があると

きは、日進市建設工事優良施工業者選考報告書(第2号様式)により市長に報告するも



のとする。 

(優良施工業者の決定) 

第5条 市長は、前条の報告に基づき優良施工業者を決定し、日進市建設工事優良施工

業者表彰通知書(第3号様式)により当該優良施工業者に通知するものとする。 

(優良施工業者の表彰) 

第6条 表彰は、市長が優良施工業者に表彰状を授与して行う。 

(優良施工業者の公表) 

第7条 市長は、表彰した優良施工業者の会社名及び工事名を公表する。 

2 前項の規定による公表は、表彰を行った年度内とする。 

3 市長は、優良施工業者が指名停止処分を受け、法令に抵触する行為その他表彰にふ

さわしくない行為を行ったと認めたときは、公表を中止するものとする。 

(選考委員会) 

第8条 優良施工業者を審査するため、日進市建設工事優良施工業者表彰選考委員会

(以下「選考委員会」という。)を設置する。 

2 選考委員会の委員は、日進市契約審査委員会の委員をもって充てる。 

3 選考委員会の運営については、この要綱に定めるもののほか、日進市契約審査委員

会規程(平成11年日進市訓令第8号)の例による。 

(委任) 

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

附 則 

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。 

附 則(令和4年2月17日要綱第4号) 

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。 

別表第1(第3条関係) 

評価項目 推薦基準 

表彰対象年度の評

定の点数 

80点以上 

施工難易度 以下の1から4までのいずれかに該当すること。 



1 困難な施工条件・施工期間を克服して良好な施工を行った工事

2 安全対策等を徹底し、その取り組みが特に顕著な施工を行った

工事 

3 良好な環境対策、トラブル防止のための地域との積極的な協調

等を行い建設事業のイメージアップに貢献した工事 

4 優れた工程管理・品質管理に基づき施工し、その出来栄えが特

に優れた工事 

別表第2(第4条関係) 

選考項目 選考対象期間・事項 選考基準 

工事施工水準 表彰対象年度及びその前

年度に完了した全ての工

事の評定及び最終契約金

額500万円以上の施工件

数 

・評定 72点以上 

・施工件数 2件以上 

法令遵守 表彰対象年度の前年度か

ら表彰までの間 

指名停止及び法令に抵触

する行為がないこと。 

社会的評価 選考基準1から3までのい

ずれかを満たしている。

1 表彰対象年度から表彰

までの間、ISO(9001及び

14001)を取得している

こと。 

2 表彰選考時点において

市内に本店、支店又は営

業所が所在し、これらが

25年以上継続して営業

していること。 

3 災害時における応急対

策業務に関する協定を

市と締結していること。

欠格事項 表彰対象年度の前年度か

ら表彰までの間 

表彰にふさわしくない行

為がないこと。 









第1号様式(第3条関係) 

第2号様式(第4条関係) 

第3号様式(第5条関係) 


